
   【 特殊尿器の貸与開始について 】 

平成 24年度改正にて、福祉用具・住宅改修の対象種目に新た

に追加がありますが、そのうちの一つが、「特殊尿器」です。 

今までは「購入」対象でしたが、4月以降「貸与」種目に追加さ

れます。特殊尿器とは、尿と便が自動的に吸引でき洗浄機能を有

する「自動排泄処理装置」の事で、尿専用・便専用がありますが、

今回は、購入対象だったこれまで同様に、主に便を吸引するもの

とされます。 

 介護者様の負担軽減に有効であるにもかかわらず、非常に高額

だったため普及が進みませんでしたが、今回の改正を機に、中重

度の利用者様への貸与が促進されると考えられています。 

ただし、安易に寝たきりを助長しないための施策として、基本的

には要介護 4・5の利用者様を対象とし、それ以外は、医師の意

見書等が必要になります。 

また、レシーバーなど、衛生上、再利用が難しい部分は「購入」

対象であり、本体部分のみが貸与の対象である点も注意が必要で

す。（使用に際して必要な洗浄液、オムツなどの消耗品も自費） 

今回、新たに追加された対象種目 

■福祉用具貸与 

・介助用ベルト（入浴用以外）→特殊寝台付属品 

・特殊尿器（上記参照） 

■特定福祉用具購入 

・便座の底上げ部分→「腰掛便座」の対象拡充として 

■住宅改修 

・通路等の傾斜の解消→「段差解消」の対象拡充として 

・扉の撤去→「扉の取り替え」の対象拡充として 

・転落防止柵の設置→「段差解消に必要な工事」の対象拡充として 
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あけましておめでとうございます。                   べ・・べんりで素早く、元気よく 

昨年は多くの方に支えて頂き、本当に感謝しております。         ス・・スマイルのっけて、ハートも添えて  

利用者様含め、お世話になっている皆様に恩返しが出来るよう、      ト・・トータルサポート致します    

より一層頑張って参りますので、 

本年も、何卒よろしくお願い致します。 

☆☆ベストおすすめ商品☆☆（介護用品） 

                                                    

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 履きやすいと好評のダブルマジックですが、上記のような 

お洒落な柄つきタイプもございます。 

女性用はより可愛らしく、男性用はよりカッコ良く履いて頂けること 

間違いありません！ 見本品も、いつでもお持ち致します。 
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  以前ご紹介させて頂いたベストケアのホームページですが、 

 昨年末にリニューアル致しましたので、まだの方は、ぜひ、新たな 

 ホームページもご覧になって頂ければと思います。 

 最新のＣＭ動画なども見る事ができ、以前よりもずっと見やすく、 

 機能的になっております。 

 ★ベストケアとご検索頂くか、下記ＵＲＬまで★（以前と同様です） 
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